
貸 借 対 照 表 
（平成 28年３月 31日現在） 

（単位：千円） 

資 産 の 部 負 債 の 部 

科 目 金 額 科 目 金 額 

流 動 資 産 69,632,942 流 動 負 債 65,312,483 

現 金 及 び 預 金 2,666,205 外国為替取引預り証拠金 64,840,983 

顧客区分管理信託 50,522,000 未 払 金 18,946 

外国為替取引顧客差金 11,361,783 未 払 費 用 185,650 

外国為替取引差入証拠金 4,118,001 未 払 法 人 税 等 196,056 

外国為替取引自己取引差金 789,142 賞 与 引 当 金 36,044 

貯 蔵 品 4,297 そ の 他 34,802 

前 払 費 用 107,360   

繰 延 税 金 資 産 27,216   

未 収 入 金 20,529   

そ の 他 16,406   

固 定 資 産 1,666,985   

有 形 固 定 資 産 218,863   

建 物 37,663   

工具器具及び備品 177,141   

建 設 仮 勘 定 4,058 負 債 合 計 65,312,483 

無 形 固 定 資 産 1,295,724 純 資 産 の 部 

ソ フ ト ウ エ ア 1,278,678 株 主 資 本 5,987,444 

ソフトウエア仮勘定 16,926 資  本  金 1,319,650 

そ の 他 120 資 本 剰 余 金 300,000 

投資その他の資産 152,397 資 本 準 備 金 300,000 

長 期 前 払 費 用 31,361 利 益 剰 余 金 4,367,794 

差 入 敷 金 保 証 金 116,387 利 益 準 備 金 29,912 

繰 延 税 金 資 産 4,648 その他利益剰余金 4,337,881 

そ の 他 271 繰越利益剰余金  4,337,881 

貸 倒 引 当 金 △271 純 資 産 合 計 5,987,444 

資 産 合 計 71,299,927 負債・純資産合計 71,299,927 

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 

 



損 益 計 算 書 
 

自  平成 27 年 ４ 月 １ 日 

至  平成 28 年 ３ 月 31 日 

（単位：千円） 

科 目 金 額 

営 業 収 益   

受 取 手 数 料 4,977  

外国為替取引損益 3,726,635  

そ の 他 収 益 49,806 3,781,418 

営 業 費 用   

販売費及び一般管理費  2,897,021 

営 業 利 益  884,397 

営 業 外 収 益   

受 取 利 息 3,641  

保 険 配 当 金 504  

そ の 他 87 4,233 

営 業 外 費 用   

支 払 利 息 8,837  

そ の 他 14 8,852 

経 常 利 益  879,778 

特 別 損 失   

固 定 資 産 除 却 損  4,827 

税引前当期純利益  874,951 

法人税、住民税及び事業税 296,725  

法 人 税 等 調 整 額 7,943 304,668 

当 期 純 利 益  570,282 

 （注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 

 



株主資本等変動計算書 
 

自  平成 27 年 ４ 月 １ 日 

至  平成 28 年 ３ 月 31 日 

（単位：千円） 

 

株主資本 

純資産合計 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

株主資本
合    計 

資本準備金 
資本剰余
金 合 計 利益準備金 

その他利
益剰余金 利益剰余

金 合 計 繰越利益
剰 余 金 

当期首残高 1,319,650 300,000 300,000 29,912 3,801,110 3,831,023 5,450,673 5,450,673 

当期変動額         

剰余金の配当     △33,511 △33,511 △33,511 △33,511 

当期純利益     570,282 570,282 570,282 570,282 

当期変動額合計     536,771 536,771 536,771 536,771 

当期末残高 1,319,650 300,000 300,000 29,912 4,337,881 4,367,794 5,987,444 5,987,444 

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 

 



個 別 注 記 表 
 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

 

１．資産の評価基準及び評価方法 

デリバティブ取引により生じる正味の債権（及び債務）の評価基準及び評価方法 

時価法を採用しております。 

 

２．固定資産の減価償却の方法 

（1）有形固定資産 

定率法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建物       ３年～18年 

工具器具及び備品   ４年～20年 

（2）無形固定資産 

定額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

ソフトウエア     ５年 

（3）長期前払費用 

均等償却によっております。 

なお、償却期間については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。 

 

３．引当金の計上基準  

（1）貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別の回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 

（2）賞与引当金 

従業員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上

しております。 

 

４．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 

控除対象外消費税額等は、固定資産に係るものは「長期前払費用」に計上し、法人税法に規

定する方法と同一の基準で償却を行っており、当事業年度の費用に係るものは「販売費及び一

般管理費」で処理しております。 

 

 

 



（貸借対照表に関する注記） 

１．担保資産 

当社は、金融機関との取引により発生する現在及び将来負担する債務の担保として、当該金

融機関へ定期預金 785,000千円を差し入れており、また、顧客区分管理信託契約の解約又は終

了時の信託財産から顧客区分管理必要額等を控除した後に残余財産が発生する場合の当該財

産に係る劣後第二受益権（受益権者は当社）に対して、当該金融機関を質権者とする質権を設

定しております。 

２．資産から直接控除した減価償却累計額 

有形固定資産 421,603千円 

建物 74,435千円 

工具器具及び備品 347,168千円 

３．当社は、資金調達の効率化及び安定化を図るため、取引銀行３行と当座貸越契約を締結して 

おります。この契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。 

当座貸越極度額の総額  11,000,000千円 

借 入 実 行 残 高      －千円  

差 引 額  11,000,000千円 

 

（株主資本等変動計算書に関する注記）  

１．発行済株式数に関する事項 

株式の種類 
当事業年度期首
の株式数 

増加 減少 
当事業年度末の 
株式数 

普通株式（株） 19,315 － － 19,315 

 

２．配当に関する事項 

（1）配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たり 
配当額（円） 基準日 効力発生日 

平成 27年６月 24日
定時株主総会 

普通株式 33,511 1,735 平成 27年３月 31日 平成 27年６月 25日 

 

（2）基準日が当該事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

次のとおり、決議を予定しております。 

決議 株式の種類 配当の原資 
配当金の総
額（千円） 

１株当たり 
配当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成 28 年６月 24 日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 115,890     6,000  平成 28 年３月 31 日 平成 28 年６月 27 日  

 

 

 

 

 

 

 



（金融商品に関する注記） 

１．金融商品の状況に関する事項 

（1）金融商品に対する取組方針 

当社は、金融商品取引法第２条第 22 項に規定する店頭デリバティブ取引の一部である「外

国為替証拠金取引」を顧客向けに提供しておりますが、社内規程により、これに伴う市場リス

クは持たないこととしており、対顧客業務により生ずる為替ポジションについては、市場での

カバー取引を行っております。カバー取引は、原則バックツーバックで行うこととしており、

市場急変時でも取引の執行流動性を確保するため、カバー取引先には多数の金融機関を確保し

ております。また、当社は、プライムブローカー制度を採用しており、プライムブローカーに

金融機関とのギャランティ・ファシリティ契約に基づく保証状を差入れております。カウンタ

ーパーティーとの間のカバー取引に必要な差入保証金の大部分は、当該保証状によって代用さ

れるため、「全額信託」にも拘わらず、自己資金や銀行借入に依存することなくカバー取引を

行うことができます。ただし、市場環境の急変等による「不測の資金不足」リスクへのバック

アップとして、当社は、取引銀行３行と当座借越契約を結んでおり、万一の運転資金不足にも

対応できる借入枠を確保しております。 

また、資金運用の対象は、短期の預金等安全性の高い金融商品に限定しております。 

（2）金融商品の内容及びそのリスク 

当社が保有する金融資産及び負債は、主として外国為替証拠金取引に関する「顧客区分管理

信託（顧客区分管理必要額）」、「外国為替取引預り証拠金（顧客から預託された証拠金）」、「デ

リバティブ取引によって生じた正味の債権・債務（評価損益）」等であり、先渡取引の契約不

履行に係る信用リスク、為替ポジションを構成することによる為替リスク及び相場変動時の流

動性リスク等に晒されております。 

（3）金融商品に係るリスク管理体制 

当社の金融商品に係るリスク管理は、金融商品取引法第 46 条の６に定める自己資本規制比

率の管理を基礎として実施しております。このため、信用リスク（取引先リスク）及び市場リ

スクについては、金融商品取引業等に関する内閣府令第 178条及び「金融商品取引業者の市場

リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件」（平

成 19年金融庁告示第 59号）に基づき、毎営業日これらのリスクをリスク相当額として定量的

に算出した上で自己資本規制比率を算出しております。 

リスク相当額については、社内規程において市場リスクについての限度枠を設定しているほ

か、財務経理部は毎営業日リスク相当額を算出し、これらが限度枠内に収まっていることを財

務経理担当取締役に報告するとともに、毎月末の自己資本規制比率の状況を取締役会に報告す

ることにより管理を行っております。 

一方、資金調達に係る流動性リスクについては、毎営業日の口座清算価値及び顧客区分管理

信託の元本追加・解約の状況を財務経理担当取締役に報告するとともに、毎月末の口座清算価

値等の状況を取締役会に報告することにより管理を行っております。 

 

 

 



２．金融商品の時価等に関する事項 

平成 28年３月 31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと

おりです。 

   
(単位：千円) 

  
貸借対照表 
計  上  額 時価 差額 

(1) 現金及び預金  2,666,205 2,666,205 － 

(2) 顧客区分管理信託 50,522,000 50,522,000 － 

(3) 外国為替取引差入証拠金 4,118,001 4,118,001 － 

 資産計 57,306,206 57,306,206 － 

(1) 外国為替取引預り証拠金（＊１） (64,840,983) (64,840,983)  － 

 負債計 (64,840,983) (64,840,983) － 

デリバティブ取引（＊２） 

① ヘッジ会計が適用されていないもの 
12,150,925 12,150,925 － 

（＊１）負債に計上されているため、( )で示しております。 

（＊２）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。なお、 

貸借対照表へは、外国為替取引顧客差金（資産勘定）に正味の債権 11,361,783 千円を、

外国為替取引自己取引差金（資産勘定）に正味の債権 789,142 千円をそれぞれ計上して

おります。 

（注）金融商品の時価の算定方法 

資 産 

（1）現金及び預金 

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当

該帳簿価額によっております。 

（2）顧客区分管理信託 

顧客区分管理信託は、信託財産の構成物がすべて短期間の預金等で運用されており、時価は

帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 

（3）外国為替取引差入証拠金 

外国為替取引差入証拠金は、当社の要求で引出可能であるため、時価は帳簿価額と近似して

いることから、当該帳簿価額によっております。 

 

負 債 

（1）外国為替取引預り証拠金 

外国為替取引預り証拠金は、顧客の要求により返済されるものであるため、時価は帳簿価額

と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 

 

 

 

 



デリバティブ取引 

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの事業

年度末における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該

時価の算定方法は、次のとおりです。  

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円） 

通貨 為替予約取引    

 売建 312,474,455 9,665,120 9,665,120 

 買建 193,414,300 1,696,662 1,696,662 

 合計 － 11,361,783 11,361,783 

 
カウンターパ
ーティーとの
取引 

   

 売建 207,878,916 △863,982 △863,982 

 買建 315,534,340 1,653,124 1,653,124 

 合計 － 789,142 789,142 

（注）１．時価の算定方法：事業年度末の直物為替相場により算定しております。 

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。 

 

（税効果会計に関する注記）  

１．繰延税金資産の発生の主な原因の内訳 

（1）流動資産 

賞与引当金 11,123千円 

未払事業税 13,190千円 

一括償却資産償却額 227千円 

その他 2,675千円 

繰延税金資産（流動）合計 27,216千円 

（2）固定資産 

減損損失 3,937千円 

敷金保証金 2,429千円 

繰延資産償却額 344千円 

一括償却資産償却額 116千円 

その他 83千円 

繰延税金資産（固定）小計 6,911千円 

評価性引当額 △2,262千円 

繰延税金資産（固定）合計 4,648千円 

 

 

 

 

 



２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

 （％） 

法定実効税率 33.06 

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.96 

法人住民税均等割 0.26 

  評価性引当額 0.26 

  その他 0.28 

  税効果会計適用後の法人税等の負担率 34.82 

 

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産の金額の修正 

｢所得税法等の一部を改正する法律」（平成 28年法律第 15号）及び「地方税法等の一部を改

正する法律」（平成 28年法律第 13号）が平成 28年３月 29日に国会で成立し、平成 28年４月

１日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることになりました。これに

伴い、繰延税金資産の計算に使用する法定実効税率は、従来の 32.34％から平成 28年４月１日

に開始する事業年度及び平成 29 年４月１日開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異に

ついては 30.86％に、平成 30年４月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異

については 30.62％になります。 

この税率変更により、繰延税金資産の金額が 1,557千円減少し、当事業年度に計上された法

人税等調整額が同額増加しております。 

 

（関連当事者との取引に関する注記）  

１．関連当事者の取引 

    重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

２．親会社又は重要な関連会社に関する情報 

（1）親会社情報 

セントラル短資株式会社 非上場 

（2）重要な関連会社の要約財務諸表 

該当事項はありません。 

 

（１株当たり情報に関する注記）  

１株当たり純資産額 309,989円 35銭 

１株当たり当期純利益 29,525円 37銭 



 

独立監査人の監査報告書 

 

平成 28 年５月 20 日 

セントラル短資ＦＸ株式会社 

取締役会 御中 

 

有限責任 あずさ監査法人 

指定有限責任社員 

業 務 執 行 社 員 
公認会計士 白 川 芳 樹 ㊞ 

指定有限責任社員 

業 務 執 行 社 員 
公認会計士 秋 山 範 之 ㊞ 

 

当監査法人は、会社法第 436 条第２項第１号の規定に基づき、セントラル短資ＦＸ株式会社の平成
27 年４月１日から平成 28 年３月 31 日までの第 15 期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、
損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。 

 

計算書類等に対する経営者の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類
及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内
部統制を整備及び運用することが含まれる。 

 

監査人の責任 

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附
属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認め
られる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細
書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
基づき監査を実施することを求めている。 

監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための
手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附
属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制
の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、
状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に
関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに
経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検
討することが含まれる。 

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

 

監査意見 

当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められ
る企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況を
すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 

利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。 

 

以 上 



 

監 査 報 告 書 

 

  私たち監査役は、平成 27年４月１日から平成 28年３月 31日までの第 15期事業年

度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき審議の結

果、監査役全員の一致した意見として、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告し

ます。 

 

１．監査役の監査の方法およびその内容 

  私たち監査役は、監査の方針、職務の分担等を定めるとともに、会計監査人の評価

および選定基準の策定、内部統制の運用状況、個人情報管理体制の確認を今期の重点

監査項目として設定し、各監査役から監査の実施状況および結果について報告を受け

るほか、取締役等および会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必

要に応じて説明を求めました。 

  各監査役は、監査役監査基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、

内部監査室その他の使用人、親会社の監査役等と意思疎通を図り、情報の収集および

監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役お

よび使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、

重要な決裁書類等を閲覧し、各部署において業務および財産の状況を調査いたしまし

た。 

また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令および定款に適合する

ことを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なもの

として、会社法施行規則第 100 条第１項および第３項に定める体制の整備に関する取

締役会決議の内容および当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）

について、取締役および使用人等からその構築および運用の状況について定期的に報

告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。 

 以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告およびその附属明細書について

検討いたしました。 

 さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを

監視および検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受

け、必要に応じて説明を求めました。 

 また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」

（会社計算規則第 131 条各号に掲げる事項）を「 監査に関する品質管理基準」（平成

17年 10月 28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応

じて説明を求めました。 

 以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株

主資本等変動計算書および個別注記表）およびその附属明細書について検討いたしま

した。 



２．監査の結果 

（１）事業報告等の監査結果 

 一 事業報告およびその附属明細書は、法令および定款に従い、会社の状況を正しく

示しているものと認めます。 

 二 取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大 

な事実は認められません。 

 三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。 

  また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容および取締役の職務の執

行についても、指摘すべき事項は認められません。  

（２）計算書類およびその附属明細書の監査結果 

   会計監査人 有限責任あずさ監査法人の監査の方法および結果は相当であると認

めます。 

 

平成 28年５月 27日 

 

               セントラル短資ＦＸ株式会社  

                 

                監査役    篠 原 陽 一  ○印  

                                 

 

監査役    倉 都 康 行  ○印  

 

 

 

（注） 監査役倉都康行は、会社法第２条第 16号に定める社外監査役であります。 

 

 


